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 分科会の設置及び運営に関する規程に基づき，分科会の設置及び成果の報告に関する規則を次の

ように定める． 

 

（設置の申請と承認） 

第 1 条 分科会の設置及び運営に関する規程第 1 条第 1 項の承認を受けようとする者は，様式第 1

号の申請書を理事会に提出しなければならない． 

2 前項の申請書には，様式第 2 号の分科会構成員表を添えなければならない． 

 

（成果の報告） 

第 2 条 分科会の設置及び運営に関する規程第 3 条の理事会規則で定める様式は，様式第 3 号とす

る． 

 

附則（2024 年 5 月 18 日） 

1 この規則は，2024 年 5 月 18 日から施行する． 

2 2024 年度当初における申請書の様式は，なお従前の例による． 

  



様式第 1 号（第 1 条第 1 項関係） 

 



様式第 2 号（第 1 条第 2 項関係） 

 

 

  



様式第 3 号（第 2 条関係） 

 


